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外国人雇用状況の届出に

在留カード番号の記載が

必要になります 

◆外国人雇用状況の届出につ

いて 

すべての事業主は、外国人

労働者（特別永住者と在留資

格「外交」・「公用」の者を

除く）を雇い入れた際、また

は離職の際に、当該外国人労

働者の氏名、在留資格、在留

期間等について確認し、ハロ

ーワークへ届け出ることが義

務付けられています。この届

出を怠ったり、虚偽の届出を

行ったりした場合には、30

万円以下の罰金の対象となり

ます。 

◆外国人雇用状況の届出に在

留カード番号の記載が必要

に！ 

令和２年３月１日以降に雇

入れ、離職をした外国人につ

いての外国人雇用状況の届出

において、在留カード番号の

記載が必要となりました。 

現在は外国人の氏名、在留

資格、在留期間、生年月日、

性別、国籍・地域、資格外活

動許可の有無についてのみ記

載が求められています。 

在留カードの番号の届出に

あたって事業主は、当該在留

カードの番号について、在留

カードにより確認しなければ

ならないこととされていま

す。 

◆届出方法について 

（令和２年３月１日以降） 

外国人雇用状況届出におけ

る届出方法は、雇用保険被保

険者の場合とそれ以外の場合

とで異なります。 

○雇用保険の被保険者となる

外国人の場合 

「雇用保険被保険者資格

取得届、資格喪失届外国人

労働者在留カード番号記載

用【別様式】」が必要にな

ります。この別様式に在留

カード番号を記入し、雇用

保険被保険者資格取得届、

資格喪失届と一緒にハロー

ワークに提出します。 

別様式での届出は、雇用

保険被保険者資格取得届お

よび資格喪失届が、様式改

正（在留カード番号記載欄

が追加）されるまでの暫定

運用です。様式の改正は、

令和２年度中の予定です。 

○雇用保険被保険者以外の外国

人の場合 

「外国人雇用状況届出書」（様

式第３号）に在留カード番号の

記載欄が追加されますので、在

留カードの番号を記入します。

令和２年２月 29 日以前に雇入

れ、離職のあった外国人の届出

については、令和２年 3 月１日

以降も経過措置として、これま

で通りの届出様式で申請ができ

ます。 

 

「災害への備え」、できてい

ますか？ 

◆企業に求められる「災害への

備え」 

関東地方で地震が頻発してい

るというニュースに接し、改め

て「災害への備え」について考

えたという方も多いのではない

でしょうか。 

企業には、災害への備えとし

て、人命の安全確保や物的被害

の軽減のための対策、事業継続

（ＢＣＰ）の視点からの対策を

講じておくことが求められま

す。中でも重要なのは、「従業

員の安全を守る」ための対策で



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

◆災害に係る企業の安全配慮

義務 

企業は従業員に対する安全

配慮義務を負っていますが、自

然災害についても、状況によっ

て法的責任があるものと考え

るのが妥当です。たとえば東日

本大震災での津波被害に係る

七十七銀行事件判決（仙台地判

平成 26年２月 25 日・仙台高判

平成 27年４月 22 日）では、企

業は社員の生命や健康が自然

災害の危険からも保護される

よう、安全に配慮する義務を負

う旨が述べられています。 

◆従業員を守るための対策 

企業の安全配慮義務を果た

し、従業員を災害から守るため

の対策としては、たとえば、災

害時の対応マニュアルを策定

して従業員向けに周知徹底し

ておくこと、防災訓練を実施す

ることが挙げられます。また、

社内の防災体制を整備すると

ともに、災害時の安否確認の方

法についても情報を共有して

おきましょう。いずれも当然の

ことではありますが、いざ事が

起こったときには、当然のこと

がきちんと行われていたかが

問われます。 

首都直下型地震や南海トラ

フ地震も、いつ発生しても不思

議ではないとされています。で

きるだけ早期に、「従業員の安

全を守るための備え」ができて

いるか、改めて確認しておきま

しょう。 

 

1 月の税務と労務の手続期

限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税

特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

※ただし、６ヶ月ごとの納

付の特例を受けている場

合には、令和元年 7 月から

12 月までの 

 徴収分を 1 月 20 日まで

に納付 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報

酬等支払調書・同合計表＞

の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜

１月１日現在のもの＞［市

区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に

関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村

民税の納付＜第４期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業４日未満、10 月～

12 月分＞［労働基準監督

署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3

期分＞ 

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌

月末日＞［公共職業安定

所］ 

～当事務所より一言～ 

明けましておめでとうご

ざいます。今年も宜しくお願

い申し上げます 

令和2年がスタートしまし

た。去年のいろいろな思いを

リセットして、今年は精一

杯、頑張って行こうと思いま

す。 

目標 

・自己研鑽して顧問先に良い

提案をする。 

・顧問先を倍増したいので、

新規開拓も頑張ります。 

・ホームページ改革 

顧客を呼び込むよう改造し

たい 

・整理整頓するぞ！       

 自分も「働き方改革」を！ 

・仕事の幅を広げられるよう

にどんどん経験、実践したい 

お正月のみの目標 

正月映画「男はつらいよ お

帰り 寅さん」観に行きたい 

 

良い年になりますように

（祈） 

  

○ 固定資産税に係る住宅用地

の申告［市区町村］ 

本年最初の給料の支払を受け

る日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等

（異動）申告書の提出［給与

の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の

書換え［給与の支払者］ 

 


